
美術教育研究会 会則 

 

第一章 総 則 

第一条 本会は美術教育研究会と称する｡ 

第二条 本会は所在地を東京都台東区上野公園12-8東京藝術大学美術学部美術教育研究室内に置く。 

第三条 本会は広く美術教育に関する研究を行い､その発展を図ることを目的とする｡  

第四条 本会は次の事業を行う｡ 

（1）機関誌「美術教育研究」その他の刊行。 

（2）大会、例会、公開講演会等の開催。 

（3）国内外の関連学会との交流､その他本会の目的を達成するために必要な事業。 

第五条 本会は年一回定期総会を開き、本会の重要事項を審議決定する。 

（1）総会は会員をもって構成し、会長がこれを召集する。ただし委任状による参加を認め、会員の四分の一の出席をもっ

て成立するものとする。 

（2）総会は会員の四分の一以上または委員会の要求によって臨時に開催することができる。 

 

第二章 会 員 

第六条 本会は美術教育に関する専門的研究に従事する個人をもって組織し、その入会には会員 1 名以上の推薦を受け、

委員会の承認を得るものとする。 

第七条 会員は所定の会費を納入しなければならない。会費の額は以下の通りとする。継続して 3 年間会費未納の場合は

退会したものとみなす。 

一般会員（年額）：6,000円    学生会員（年額）：3,000円 

第八条 会員は総会に出席して審議に参加し、論文・口頭・展示による研究発表の機会を得、機関誌等の配布を受ける。 

第九条 会員が退会する場合は、文書をもって委員会に届け出なければならない。なお、本会に多大な貢献があった場合

は、功労会員をおくことができる。功労会員の会費は徴収しない。 

 

第三章 役 員 

第十条 本会に次の役員を置く。 

(1)会長1名 （2）副会長2名 (3)事務局長1名 (4)委員 若干名 (5)幹事 若干名 （6）監査 2名 

第十一条 会長は本会を代表し、副会長、事務局長、委員と共に委員会を構成して、本会の事業を運営する。幹事は本会の

事業運営の実務にあたり、監査は会計監査を行う。 

第十二条 会長は、委員会が推薦し総会において承認を得る。会長の任期は2年とする。但し再選は妨げない。 

第十三条 副会長、事務局長、委員は会長が推薦し、総会において承認を得る。 

第十四条 幹事及び監査は委員会がこれを会員に委嘱する。 

 

第四章 会 計 

第十五条 本会の会計は会費その他の諸収入による。 

第十六条 会費はその金額を総会において定める。 

第十七条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、決算報告及び予算審議は定期総会において行う。 

 

第五章 会則の変更 

第十八条 本会則は総会の議決によってこれを変更することができる。 

 

付 則 

1 この会則は1994年7月14日より施行し、この日をもって本会の設立日とする。 

2 1996年11月2日 会則の一部改正 

3 1998年10月31日 会則の一部改正 

4 1999年11月21日 会則の一部改正 

5 2005年11月6日 会則の一部改正 

6 2007年11月4日 会則の一部改正 

7 2008年11月16日 会則の一部改正 

8 2009年11月8日 会則の一部改正 

9 2011年11月6日 会則の一部改正 

10 2017年11月12日 会則の一部改正 


